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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】

 

回次
第64期

第３四半期
連結累計期間

第65期
第３四半期
連結累計期間

第64期

会計期間
自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日

自 平成26年４月１日
至 平成26年12月31日

自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日

売上高 (百万円) 281,174 287,655 381,182

経常利益 (百万円) 6,751 6,439 9,159

四半期(当期)純利益 (百万円) 3,319 4,141 3,762

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 5,192 5,234 5,463

純資産額 (百万円) 69,731 70,827 67,493

総資産額 (百万円) 314,792 345,899 301,626

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 11.61 14.49 13.16

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 22.1 20.5 22.3
 

 

回次
第64期

第３四半期
連結会計期間

第65期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成25年10月１日
至 平成25年12月31日

自 平成26年10月１日
至 平成26年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 5.89 7.46
 

(注) １  当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載してい

ない。

２  売上高には、消費税等は含まれていない。

３ 「潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額」は、潜在株式がないため記載していない。

 

 
２ 【事業の内容】

当社グループは、当社、子会社27社及び関連会社３社で構成されている。また当社は、当社の主たる事業である建

設事業について市場を基礎として「国内土木事業」「国内建築事業」「海外建設事業」に区分し、これらに「国内開

発事業」を加えた４事業セグメントにより構成されている。また、子会社及び関連会社は、それぞれ１事業セグメン

トを構成しており、主として当社の各事業セグメントに関連して、建設事業、開発事業及びこれらに伴う建設資材の

販売や機器リース、並びに造船事業等の事業活動を展開している。

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループが営む事業の内容について重要な変更はない。また、主要な関

係会社に異動はない。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについての重要な変更はない。

 

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はない。

 

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績の状況

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動の影響が続くなど

一部弱さもみられたが、全体としては緩やかな回復基調で推移した。一方、世界経済は、米国を中心に緩やかな回

復が続いたが、中国や新興国における景気の減速や、欧州における政府債務問題などの不確実性がみられた。ま

た、為替相場の変動や原油価格の急落、地政学的リスク等、内外経済への影響を注視すべき要素も残っている。

　建設業界においては、公共事業が一部前倒しで発注された効果などもあり、公共投資は堅調に推移した。企業収

益の回復を背景に、民間設備投資も緩やかな増加基調が続いたが、住宅投資は、消費税率引上げに伴う駆け込み需

要の反動や建設費の上昇による着工の遅れなどにより減少が続いた。

このような状況のもと、当社グループの当第３四半期連結累計期間における業績は、売上高は287,655百万円とな

り、前年同四半期に比べ6,481百万円（2.3％）の増加となった。利益については、営業利益は6,507百万円となり、

前年同四半期に比べ521百万円（△7.4％）の減少、経常利益は6,439百万円となり、前年同四半期に比べ311百万円

（△4.6％）の減少となった。四半期純利益は、特別損益の改善や税金費用の減少などにより、4,141百万円とな

り、前年同四半期に比べ822百万円（24.8％）の増加となった。

なお、当社グループの主たる事業である建設事業の特徴として、工事の完成引渡しが主に第４四半期に集中する

ことから、第３四半期までの各四半期の売上高が通期に比し、低くなる傾向がある。

 

各セグメントの業績は次の通りである。（セグメント間の内部売上高又は振替高を含めて記載している。）

①国内土木事業

国内土木事業においては、売上高は100,968百万円となり、前年同四半期に比べ259百万円（0.3％）の増加と

なった。また、セグメント利益は4,401百万円となり、前年同四半期に比べ78百万円（1.8％）の増加となった。

②国内建築事業

国内建築事業においては、売上高は90,925百万円となり、前年同四半期に比べ9,005百万円（△9.0％）の減少

となった。また、セグメント利益は1,133百万円となり、前年同四半期に比べ216百万円（△16.1％）の減少と

なった。

③海外建設事業

海外建設事業においては、売上高は89,163百万円となり、前年同四半期に比べ13,387百万円（17.7％）の増加

となった。また、セグメント利益は886百万円となり、前年同四半期に比べ979百万円（△52.5％）の減少となっ

た。

④国内開発事業

国内開発事業においては、売上高は1,519百万円となり、前年同四半期に比べ566百万円（59.5％）の増加と

なった。また、セグメント損失は109百万円（前年同四半期は734百万円のセグメント損失）となった。

⑤その他事業

その他事業においては、売上高は7,134百万円となり、前年同四半期に比べ2,018百万円（39.5％）の増加と

なった。また、セグメント利益は191百万円となり、前年同四半期に比べ45百万円（△19.0％）の減少となった。
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(2) 財政状態の分析

当社グループの総資産は、受取手形・完成工事未収入金等や未収入金の増加などにより、前連結会計年度末に比

べ44,273百万円増加し、345,899百万円となった。負債については、支払手形・工事未払金等の増加などにより、前

連結会計年度末に比べ40,938百万円増加し、275,071百万円となった。なお、有利子負債残高については、前連結会

計年度末に比べ17,895百万円増加し、92,833百万円となった。純資産については、退職給付会計基準等の適用など

により利益剰余金が減少した一方で、四半期純利益の計上などにより、前連結会計年度末と比べ3,334百万円増加

し、70,827百万円となった。

 

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更および新

たに生じた課題はない。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針を定めており、その内容は次の

通りである。

（株式会社の支配に関する基本方針について）

　会社法施行規則第118条第３号に定める「株式会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基

本方針」の内容の概要は下記のとおりです。

Ⅰ．当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

上場会社である当社の株式は、株主、投資家の皆様による自由な取引が認められており、当社の株式に対する大

規模買付提案又はこれに類似する行為があった場合においても、一概に否定するものではなく、最終的には株主の

皆様の意思により判断されるべきであると考えております。

　しかしながら、このような株式の大規模な買付や買付提案の中には、その目的等から見て企業価値ひいては株主

共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれのあるもの、対象会社

の取締役会や株主が買付の条件等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な

時間や情報を提供しないものなど、不適切なものも少なくありません。

　当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方としては、経営の基本理念、企業価値のさまざまな源

泉、並びに当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益

を中長期的に確保、向上させる者でなければならないと考えております。従いまして、企業価値ひいては株主共同

の利益を毀損するおそれのある不適切な大規模買付提案又はこれに類似する行為を行う者は、当社の財務及び事業

の方針の決定を支配する者として不適切であると考えます。

　そのため、当社取締役会は、万一、当社の支配権の移転を伴う大量買付を意図する者が現れた場合は、買付者に

買付の条件並びに買収した場合の経営方針、事業計画等に関する十分な情報を提供させ、当社取締役会や必要な場

合には株主がその内容を検討し、あるいは当社取締役会が代替案を提案するための十分な時間を確保することが、

最終判断者である株主の皆様に対する当社取締役会の責務であると考えております。

Ⅱ．基本方針の実現に資する取組み

当社グループは、多数の株主、投資家の皆様に長期的に当社への投資を継続していただくため、企業価値ひいて

は株主共同の利益を向上させるための取組みとして、次の諸施策を実施しており、これらの取組みは、上記の基本

方針の実現に資するものと考えております。

１．「中期経営計画」等による企業価値向上への取組み

当社グループは、「良質な社会インフラの建設こそが最大の社会貢献」と考え、安全、環境への配慮と技術に裏

打ちされた確かな品質の提供を通じて、株主、顧客、取引先、従業員のみならず、地域社会にとって魅力のある企

業として持続的に発展することを目指しています。このような意識を役職員で共有するためＣＳＲ（企業の社会的

責任）を重視した経営理念並びに中期ビジョンを策定しております。

　当社グループは、経営環境の変化に対応、あるいは先取りをしながら、この理念・ビジョンの実現を目指し、企

業価値の向上を図るため、３カ年を期間とする中期経営計画を策定しております。この中期経営計画は、環境の変

化を踏まえた経営方針を掲げ、実効性の高い施策を策定し、実行していくものです。毎期、計画の進捗状況を確認

し、状況に応じて計画を見直すとともに、３カ年ごとに計画の達成状況を検証し、その評価を次の計画の策定に活

かしております。当社グループは、このサイクルを継続していくことによって、環境の変化に柔軟に対応しなが

ら、中長期的な企業価値の向上が実現できるものと考えております。
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２．「コーポレート・ガバナンスの強化」による企業価値向上の取組み

当社は、会社の永続的な成長・発展のため、コーポレート・ガバナンスの充実を重要な経営課題と位置付けてい

ます。そのため経営における意思決定の迅速化、透明性の向上、公正性の確保を目指した経営体制を構築するとと

もに、取締役及び取締役会がリスク管理の徹底及び法令等の遵守、業務の適正かつ効率的な遂行を確保するため、

実効ある内部統制システムの構築に取り組んでいます。

○コーポレート・ガバナンス体制

当社は、１名の社外取締役を選任し、監査役会、内部監査・内部統制担当役員等と連携を図ることで経営に対す

る監督機能の強化を図っています。取締役会の活性化と意思決定の迅速化を図るとともに、業務執行の責任を明確

にするため執行役員制度を導入し、役員候補や役員報酬案を取締役会に答申する人事委員会を設置しています。取

締役会は原則月２回の開催とし、経営方針、法律で定められた事項、その他会社規則で定めた重要事項について活

発な討議の上、意思決定を行っております。取締役、執行役員の報酬は、その責任を明確にするため、業績と報酬

が連動する役員業績評価制度を導入しております。こうしたコーポレート・ガバナンス体制を採用することで、公

正で透明性の高い経営を行うことができると考えております。

　当社は監査役制度を採用しており、そのうち３名が社外監査役です。監査役は取締役会に常時出席しているほ

か、執行役員会議をはじめとした社内の重要会議にも積極的に参加しており、取締役の職務執行を充分に監視する

体制を整えております。

　内部監査につきまして、担当する総合監査部は監査役会と連携を取り、当社各部門及びグループ会社の業務執行

状況を監査しております。

　会計監査につきまして、当社は会計監査人として新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しており、監査役

会、総合監査部、会計監査人は、定期的に監査計画、監査結果の情報交換等により連携し監査の実効性を高めてお

ります。

○独立役員

当社は、社外役員４名全員について、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、当社が上場する金融商品取

引所に対し、独立役員として届け出ております。これら独立役員については、取締役会などにおける業務執行に係

る決定局面等において、一般株主の利益への配慮がなされるよう、必要な意見を述べるなど、一般株主の利益保護

を踏まえた行動をとることが期待されます。

○コンプライアンスへの取組み

コンプライアンスについては、内部統制システムの構築に当たりリスク管理体制を明確にするため、平成20年４

月にコンプライアンス委員会を発展的に改組したリスクマネジメント委員会を設置しており、法令遵守はもとよ

り、社会的規範・倫理を尊重した公明正大な企業活動を確実に実践すべく取り組んでいます。

　以上の取組みを通じて、当社グループは企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上を図ってまいります。

 

(4) 研究開発活動

当第３四半期連結累計期間における研究開発費は、1,134百万円であった。

　なお、当第３四半期連結累計期間において、研究開発活動に重要な変更はない。

　また、連結子会社においては、研究開発活動は特段行っていない。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 599,135,000

計 599,135,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成26年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成27年２月13日)

上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式 286,013,910 286,013,910
東京証券取引所市場第１部

名古屋証券取引所市場第１部

単元株式数は

100株である

計 286,013,910 286,013,910 ― ―
 

　（注）平成26年１月27日開催の取締役会決議により、平成26年４月１日付で単元株式数を500株から100株へ変更し

ている。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項なし。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項なし。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項なし。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
 

(百万円)

資本金残高
 

(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

平成26年10月１日～

平成26年12月31日
― 286,013 ― 30,449 ― 12,379

 

 

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はない。
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(7) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載することが

できないため、直前の基準日である平成26年９月30日の株主名簿により記載している。

① 【発行済株式】

平成26年12月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 108,500

 

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

285,808,300
2,858,083 ―

単元未満株式
普通株式

97,110
― １単元(100株)未満の株式

発行済株式総数 286,013,910 ― ―

総株主の議決権 ― 2,858,083 ―
 

(注) １　「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が8,500株含まれている。

　　なお、「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数が85個含まれている。

２　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式96株が含まれている。

 

② 【自己株式等】

平成26年12月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
五洋建設株式会社

東京都文京区後楽２―２―８ 108,500 ― 108,500 0.0

計 ― 108,500 ― 108,500 0.0
 

 

２ 【役員の状況】

該当事項なし。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号)に準拠して作成し、「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14号）に準じて記載している。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成26年10月１日から平成

26年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26年12月31日まで）に係る四半期連結

財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けている。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成26年12月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金預金 32,602 39,058

  受取手形・完成工事未収入金等 131,639 ※1  143,699

  有価証券 - 42

  未成工事支出金等 11,362 19,093

  たな卸不動産 8,389 7,346

  未収入金 11,478 25,565

  その他 7,798 8,014

  貸倒引当金 △782 △858

  流動資産合計 202,487 241,962

 固定資産   

  有形固定資産   

   土地 41,901 41,450

   その他（純額） 34,091 39,753

   有形固定資産合計 75,993 81,203

  無形固定資産 1,090 1,195

  投資その他の資産   

   投資有価証券 15,402 15,951

   その他 10,758 6,707

   貸倒引当金 △4,164 △1,203

   投資その他の資産合計 21,997 21,456

  固定資産合計 99,080 103,855

 繰延資産 58 81

 資産合計 301,626 345,899
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成26年12月31日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形・工事未払金等 101,975 ※2  115,495

  電子記録債務 5,771 9,463

  短期借入金 37,416 47,231

  コマーシャル・ペーパー - 7,000

  1年内償還予定の社債 10,000 -

  未払法人税等 2,071 927

  未成工事受入金等 16,229 21,009

  引当金 4,936 2,411

  その他 17,594 22,053

  流動負債合計 195,996 225,590

 固定負債   

  社債 10,000 20,000

  長期借入金 17,521 18,602

  再評価に係る繰延税金負債 6,186 6,182

  引当金 113 131

  退職給付に係る負債 3,396 3,383

  その他 918 1,180

  固定負債合計 38,137 49,481

 負債合計 234,133 275,071

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 30,449 30,449

  資本剰余金 18,386 18,386

  利益剰余金 11,728 14,150

  自己株式 △24 △25

  株主資本合計 60,540 62,962

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 2,749 3,014

  繰延ヘッジ損益 △10 1

  土地再評価差額金 6,567 6,581

  為替換算調整勘定 △1 △135

  退職給付に係る調整累計額 △2,507 △1,630

  その他の包括利益累計額合計 6,797 7,832

 少数株主持分 154 33

 純資産合計 67,493 70,827

負債純資産合計 301,626 345,899
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

売上高   

 完成工事高 275,653 279,856

 開発事業等売上高 5,520 7,799

 売上高合計 281,174 287,655

売上原価   

 完成工事原価 258,125 262,762

 開発事業等売上原価 4,868 7,230

 売上原価合計 262,993 269,993

売上総利益   

 完成工事総利益 17,528 17,093

 開発事業等総利益 652 568

 売上総利益合計 18,181 17,662

販売費及び一般管理費 11,152 11,154

営業利益 7,029 6,507

営業外収益   

 受取利息 53 42

 受取配当金 202 206

 為替差益 279 183

 その他 351 410

 営業外収益合計 886 842

営業外費用   

 支払利息 886 726

 その他 277 184

 営業外費用合計 1,164 911

経常利益 6,751 6,439

特別利益   

 負ののれん発生益 - ※1  199

 補助金収入 16 189

 債務免除益 ※2  50 -

 その他 138 139

 特別利益合計 204 529

特別損失   

 固定資産売却損 37 134

 固定資産除却損 128 89

 その他 235 78

 特別損失合計 402 302

税金等調整前四半期純利益 6,553 6,665

法人税、住民税及び事業税 1,576 863

法人税等調整額 1,590 1,578

法人税等合計 3,166 2,442

少数株主損益調整前四半期純利益 3,387 4,223

少数株主利益 67 81

四半期純利益 3,319 4,141
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 3,387 4,223

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 1,800 264

 繰延ヘッジ損益 △1 11

 為替換算調整勘定 6 △143

 退職給付に係る調整額 - 877

 持分法適用会社に対する持分相当額 0 1

 その他の包括利益合計 1,805 1,010

四半期包括利益 5,192 5,234

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 5,121 5,356

 少数株主に係る四半期包括利益 70 △121
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【注記事項】

(会計方針の変更)

「退職給付に関する会計基準」等の適用

　「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」という。）及び

「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。以下「退職給付適用指

針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて第１四半

期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定

額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を割引率決定の基礎となる債券の期間について従業

員の平均残存勤務期間に近似した年数を基礎に決定する方法から退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額

を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更している。

　退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第３四半期連

結累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減している。

　この結果、当第３四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る負債が1,755百万円増加し、利益剰余金が1,129百万円

減少している。なお、当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微である。

 

 
(四半期連結貸借対照表関係)

１　保証債務

連結会社以外の下記の相手先の金融機関からの借入等に対し、債務保証を行っている。

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成26年12月31日)

全国漁港漁村振興漁業
協同組合連合会

712百万円 712百万円

ホテル朱鷺メッセ㈱ 152 143 

白石建設工業㈱ 7 ― 

計 871 856 
 

 

また、下記の相手先の住宅分譲前金保証を行っている。

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成26年12月31日)

㈱ゴールドクレスト 15百万円 87百万円

東亜地所㈱ 32 ― 

計 48 87 
 

 

２　平成26年３月30日、沖ノ鳥島での工事において桟橋の転覆事故が発生した。現在、事故原因の究明と再発防止　

に向けた検討が行われており、この事故による業績に与える影響については、現時点では合理的に見積もること

は困難である。

 

３　（追加情報）

四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理している。なお、当第

３四半期連結会計期間末日が金融機関の休業日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が当第３四

半期連結会計期間末残高に含まれている。

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成26年12月31日)

※１受取手形 ―百万円 1,666百万円

※２支払手形 ― 0 
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(四半期連結損益計算書関係)

※１　当社の連結子会社であるタイ・ペンタオーシャン社の株式の追加取得を行ったことによるものである。

 
※２　当社の連結子会社であった小浜マリン㈱が清算結了したことに伴う、少数株主からの借入金に対する債務免除

益である。

 
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。なお、第３四半期

連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりである。

 
前第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年12月31日)

減価償却費 3,561百万円 3,756百万円
 

 

 

(株主資本等関係)

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年６月27日
定時株主総会

普通株式 571 2.00 平成25年３月31日 平成25年６月28日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末

日後となるもの

該当事項なし。

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年12月31日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年６月27日
定時株主総会

普通株式 571 2.00 平成26年３月31日 平成26年６月30日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末

日後となるもの

該当事項なし。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

        (単位：百万円)

 報告セグメント
その他
(注1)

合計
調整額
(注2)

四半期連結
損益計算書
計上額
(注3) 

国内土木
事業

国内建築
事業

海外建設
事業

国内開発
事業

計

売上高          

(1) 外部顧客への
売上高

100,578 99,928 75,776 848 277,131 4,043 281,174 ― 281,174

(2) セグメント間の
内部売上高又は
振替高

129 2 ― 104 235 1,072 1,308 △1,308 ―

計 100,708 99,930 75,776 952 277,367 5,115 282,483 △1,308 281,174

セグメント利益又は
損失（△）

4,323 1,349 1,865 △734 6,803 236 7,040 △11 7,029
 

(注) 1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、造船事業、事務機器等のリース事

業、保険代理店事業及び環境関連コンサルティング事業等を含んでいる。

2.セグメント利益又は損失（△）の調整額は、セグメント間取引消去である。

3.セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。

 

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年12月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

        (単位：百万円)

 報告セグメント
その他
(注1)

合計
調整額
(注2)

四半期連結
損益計算書
計上額
(注3) 

国内土木
事業

国内建築
事業

海外建設
事業

国内開発
事業

計

売上高          

(1) 外部顧客への
売上高

100,729 90,923 89,163 1,388 282,204 5,450 287,655 ― 287,655

(2) セグメント間の
内部売上高又は
振替高

238 1 ― 130 371 1,683 2,055 △2,055 ―

計 100,968 90,925 89,163 1,519 282,576 7,134 289,710 △2,055 287,655

セグメント利益又は
損失（△）

4,401 1,133 886 △109 6,312 191 6,503 4 6,507
 

(注) 1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、造船事業、事務機器等のリース事

業、保険代理店事業及び環境関連事業等を含んでいる。

2.セグメント利益又は損失（△）の調整額は、セグメント間取引消去である。

3.セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりである。

項目
前第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年12月31日)

　　１株当たり四半期純利益金額 11円61銭  14円49銭

    (算定上の基礎)   

   四半期純利益金額(百万円) 3,319 4,141

    普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

    普通株式に係る四半期純利益金額(百万円) 3,319 4,141

   普通株式の期中平均株式数(千株) 285,908 285,905
 

(注)　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式がないため記載していない。

 

 

２ 【その他】

該当事項なし。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項なし。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成27年２月13日

五洋建設株式会社

取締役会  御中

 

新日本有限責任監査法人
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　山　本　禎　良   印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　櫻　井　　　均    印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　澤　部　直　彦   印

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている五洋建設株式会

社の平成26年４月１日から平成27年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間(平成26年10月１日から平成

26年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成26年４月１日から平成26年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、五洋建設株式会社及び連結子会社の平成26年12月31日現在の財政

状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべて

の重要な点において認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管している。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていない。
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